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平成２７年度介護報酬改定に向けて 
 

（特定施設入居者生活介護等について） 
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包括報酬（要介護度別に1日当たりの報酬算定） 

    ： 自己負担1割、保険給付9割 
住宅事業者＝介護事業者 

特定施設入居者生活介護 

特定施設が介護を実施 

特定施設 

・有料老人ホーム 

（サービス付き高齢者向け住宅で該
当するものを含む。） 

・養護老人ホーム 

・軽費老人ホーム 
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制度の概要 

○ 特定施設入居者生活介護とは、特定施設に入居している要介護者・要支援者を対象として行われる、日常
生活上の世話、機能訓練、療養上の世話のことであり、介護保険の対象となる。 

○ 特定施設の対象となる施設は以下のとおり。 

① 有料老人ホーム  ② 軽費老人ホーム（ケアハウス）  ③ 養護老人ホーム 

※ 「サービス付き高齢者向け住宅」については、「有料老人ホーム」に該当するものは特定施設となる。 

特定施設入居者生活介護等のイメージ 



制度の概要 

○ 特定施設入居者生活介護関連のサービスは、「特定施設入居者生活介護」「地域密着型特定施設入居者

生活介護」「介護予防特定施設入居者生活介護」の３種類があり、さらに、「特定施設入居者生活介護」につ
いては、「介護専用型」「混合型」の２類型がある。 

○ それぞれのサービスの概要は以下のとおり。なお、都道府県の介護保険事業支援計画において定めた「必
要利用定員」を超えるような指定申請については、指定を行わないことができるものとされている。 

指定権者 対象者 総量規制の対象 

特定施設 
入居者生活介護 
（法第８条第11項） 

①介護専用型 
（法第70条第４項） 

都道府県 要介護者 利用定員 

②混合型 
（法第70条第５項） 

都道府県 要介護者 
推定利用定員 
（定員数の７割※） 

③地域密着型特定施設入居者生活介護 
（法第８条第20項） 

市町村 要介護者 利用定員 

④介護予防特定施設入居者生活介護 
（法第８条の２第11項） 

都道府県 要支援者 なし 
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※ ７割を超えない範囲で都道府県が定める割合。混合型特定施設には、同じ建物に自立・要支援者が入居しているため、建

物全体の利用定員ではなく、推定利用定員をもって総量を算出している。 

特定施設入居者生活介護の概要【指定権者・対象者等】 



○都道府県知事は、介護

保険施設等について、

必要定員総数を超える

場合に、指定等をしな

いことができる。 

○ 区域（老人福祉圏域）の設定 

○ 市町村の計画を踏まえて、介護サービス量の見込み（区域毎） 

○ 各年度における必要定員総数（区域毎）   
  ※介護保険施設、介護専用型特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設 
   入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 
  ※混合型特定施設に係る必要定員総数を設定することもできる（任意） 

○ その他の事項 

○保険料の設定 

○市町村長は、地域密着
型の施設等について、
必要定員総数を超える
場合に、指定をしない
ことができる。 

○ 区域（日常生活圏域）の設定 

○ 各年度における種類ごとの介護サービス量の見込み（区域毎） 

○ 各年度における必要定員総数（区域毎）   
  ※認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、 
   地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

○ 各年度における地域支援事業の量の見込み 

○ その他の事項 

○ 介護保険法第116条第１項に基づき、国が介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本指針を
定める 

国の基本指針(法第116条、18.3.31告示314）  

基盤整備 

市町村介護保険事業計画(法第117条)  

都道府県介護保険事業支援計画(法第118条) 

保険料の設定等 
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○ 特定施設入居者生活介護等の必要定員総数については、市町村の介護保険事業計画・都道府県の介護保
険事業支援計画（保険給付の円滑な実施のため、３年間を１期として策定）において記載することとされている。 

※市町村等が介護サービス量を見込むに当たり参酌する標準を示す 

介護保険事業(支援)計画について 



職種 配置基準 備考 

管理者 原則専従１名 
・専従（支障がない場合は、施設内、同一敷地内の施設
の他職務に従事可） 

生活相談員 利用者：職員＝100：１ ・１人以上は常勤 

看護職員・介護職員 利用者：職員＝３：１ ・要支援１の場合は10：１ 

看護職員 
（看護師・准看護師） 

利用者30人以下 職員１人以上 ・１人以上は常勤 

利用者31人以上 利用者50人ごとに１人 ・１人以上は常勤 

介護職員 １人以上 
・要支援者に対しては、宿直時間帯は例外 
・１人以上は常勤 

機能訓練指導員 １人以上 ・兼務可能 

計画作成担当者（介護支援専門員） １人以上 ・専従（支障がない場合は、施設内の他職務に従事可） 

人員基準 

設備基準 

建物 ・耐火建築物  ・準耐火建築物 

建物内の居室 

介護居室 ・原則個室  ・プライバシー保護  ・介護を行うために適当な広さ  ・地階設置の禁止  ・避難上有効な出入口の確保 

一時介護室 ・介護を行うために適当な広さ 

浴室 ・身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること 

便所 ・居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えていること 

食堂 ・機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること 

機能訓練室 ・機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること 

バリアフリー ・利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造を有すること 

防災 ・消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること 

設備基準 
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特定施設入居者生活介護の概要【人員・設備基準】 
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高専賃又は高優賃 

一般型 

事業者 
・介護  ・生活相談 

・ケアプランの作成 

・安否確認(緊急時対応) 

入居者 

サービス 自己負担 

（１割） 

高専賃又は高優賃 

外部サービス利用型 

事業者 
・生活相談 

・ケアプランの作成 

・安否確認(緊急時対応) 

入居者 

サービス 自己負担 

（１割） 

ケ
ア
プ
ラ
ン
に
応
じ
た

介
護
サ
ー
ビ
ス 

訪問介護事業者 

訪問看護事業者 

通所介護事業者 

委託料 （※介護サービス提供の報告を受ける） 

一般型 外部サービス利用型 

報酬の 

 考え方 

・包括報酬 

※要介護度別に１日当たりの報酬
算定 

・定額報酬(生活相談・安否確認・計

画作成)  

＋ 

・出来高報酬 
  (各種居宅サービス)   

サービス 

提供の方法 

・ 特定施設の従業者による
提供 

・委託する介護サービス事業
者による提供 

○一般型と外部サービス利用型の主な違い 

制度の概要 

○ 特定施設入居者生活介護には、特定施設の事業者が自ら介護を行う「一般型」と、特定施設の事業者はケ
アプラン作成などのマネジメント業務を行い、介護を委託する「外部サービス利用型」がある。 

特定施設入居者生活介護における「一般型」と「外部サービス利用型」 
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身体介護中心 生活援助中心 
乗降
介助 

~15分 15~30分 30~90分 90分~ ~15分 15~60分 60~75分 75分~ 

単
位
数 

87 99 199 

271 580 

50 

99 

226 271 90 
× 

90/100 
× 

90/100 
× 

90/100 
× 

90/100 
× 

90/100 
× 

90/100 
× 

90/100 15分

毎に
+90 

15分

毎に
+37 

15分

毎に
+50 7 

制度の概要 

○ 「外部サービス利用型」は、「一般型」とは異なる出来高払いのサービス提供であり、他の居宅サービスとは
別に、限度単位数と各サービスの単位数を定めている。 

5,003  

10,473  

17,146  19,213  21,432  

23,499  
25,658  

5,910  

13,680  

16,920  
18,960  21,150  

23,190  
25,320  

5,003  

10,473  

16,692  

19,616  

26,931  

30,806  

36,065  
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要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

特定（外部） 

特定（一般） 

区分支給限度基準額 

限度単位数 

各サービスの単位表 

外部サービス利用型の限度額と単位 



(千人) 
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1.0 1.5 2.2 3.3 5.1 8.3 
17.5 20.0 20.4 20.5 21.4 23.0 

11.5 
17.2 

25.0 
35.4 

49.2 

72.6 

87.5 

99.8 
110.4 

122.1 
134.7 

146.7 

0.4 

1.0 

1.7 

2.4 

3.1 

4.0 

5.0 

12  
19  

27  
39  

54  

81  

106  

121  
133  

146  

160  

175  
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140.0

160.0

180.0

200.0

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

介護予防特定施設入居者生活介護 

特定施設入居者生活介護（一般型） 

地域密着型特定施設入居者生活介護 

※H13〜H17の「要支援等」は便宜的に「介護予防特定施設入居者生活介護」として取り扱っている。 

※年度内の総受給者数を１２で除して１月あたりの平均受給者数を算出している。 

○ 特定施設入居者生活介護等の受給者数は、一貫して増加傾向にある。 
 

○ 要介護者を対象としたもののうち、規模の大きな「一般型」は約97％、規模の小さな「地域密着型」は約３％と
いう状況。 

特定施設入居者生活介護等の受給者数（１月あたりの平均）の推移 



(件) 

9 ※各年度末の請求時点（翌年度の４月時点で集計）  

○ 特定施設入居者生活介護等の請求事業所数は、一貫して増加傾向にある。 
 

○ 「介護予防」については、受給者数に比べて請求事業所数が多いが、自立から要介護５までの入居者を幅広

く受け入れる体制を整えるため、「介護予防」と「一般型」の両方の指定を受けている事業所が多いことによるも
のと考えられる。 

2,071  
2,389  2,525  2,672  2,851  

3,063  
3,289  

385  
531  

777  

1,205  

1,726  

2,491  

2,824  
2,998  

3,222  
3,476  

3,762  

4,108  

36  75  106  138  165  210  251  
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H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

介護予防特定施設入居者生活介護 

特定施設入居者生活介護（一般型） 

地域密着型特定施設入居者生活介護 

特定施設入居者生活介護等の請求事業所数（１月あたり）の推移 



類型別の指定率の推移 

○ 特定施設入居者生活介護の指定率について
は、総量規制が導入された平成18年度以降、有

料老人ホームについては一貫して減少傾向にあ
り、軽費老人ホームはほぼ横ばい。 

○ 養護老人ホームについては、指定を受けること
ができるようになった平成18年度から平成19

年度の間に急激に増加し、その後は横ばい。 

79.0% 

68.0% 

60.1% 

52.1% 

46.1% 
41.9% 

11.9% 
14.4% 15.6% 16.4% 

18.7% 19.8% 

3.6% 

39.4% 40.0% 41.0% 

44.0% 43.0% 

0%
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60%

70%

80%

90%

H18 H19 H20 H21 H22 H23

有料老人ホーム 

軽費老人ホーム 

養護老人ホーム 

類型別の施設数・指定事業所数の推移 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

H18 H19 H20 H21 H22 H23

有料・施設数 有料・指定事業所数 

軽費・施設数 軽費・指定事業所数 

養護・施設数 養護・指定事業所数 

2,617件 

(76％) 

415件 

(12％) 

408件 

(12%) 

● 指定率＝（指定事業所数※1）／（施設件数※2） 

※1：介護サービス施設・事業所調査（回収率を反映した値） 

※2：社会福祉施設等調査及び厚生労働省老健局調査 
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○ 有料老人ホームについては、施設数が急激に

伸びている一方で、指定事業所数の伸びが小
さい。このことが上記の指定率の減少につな
がっている。 

○ 類型別の指定状況の割合は、ほぼ一貫して、
(有料)：(軽費)：(養護)＝約75%：約10%：約
10%の関係となっている。 

○ 軽費老人ホーム・養護老人ホームについては、
施設数も指定事業所数もほぼ横ばい。 

特定施設入居者生活介護の指定状況（類型別） 



年度別の指定件数の推移 
（養護老人ホーム以外） 

類型別の指定状況（H24） 

11 ※全国特定施設事業者連絡協議会による調査結果（養護老人ホームのみ、H23介護サービス施設・事業所調査） 

○ 外部サービス利用型の指定が開始された直後
の時期に当たる平成18年度・平成19年度にお

いて、集中的な指定が確認できるが、その後は
ほとんど指定の実績がない。 

○ なお、特定施設入居者生活介護の全指定件数

に対する割合で比較した場合、外部サービス
利用型の指定実績自体がごくわずかであり、
年度別に見ても0～2％の間を推移している。 

○ 外部サービス型でしか指定を受けることができ

ない養護老人ホームの指定件数が突出して多
い。  

765件 

(1.0%) 

333件 

(1.8%) 

174件 

(0.6%) 

224件 

(0.4%) 

254件 286件 

(1.0%) 

284件 

(1.1%) 

（全指定件数） 

※ 各年度別の全指定件数は、廃止分を差し引いた件数となっている。 

9 3 
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高齢者向け住宅 

○ 有料老人ホームなどの他の類型については、

一般型での指定を受けることも可能であり、現
状としては、外部サービス型で指定を受けてい
るものはほとんどない。 
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外部サービス利用型の指定実績 



12 ※H17以前の「要支援等」、H18以降の「要支援１・２」については、利用者数に0.375を乗じて平均要介護度を算出している。 

○ 特定施設入居者生活介護等の受給者は、特定の区分に偏らず、要支援１から要介護５まで広く分布している
（平成24年度）。 

 

○ 平均要介護度は、介護保険制度の創設直後は高かったが、H15年度以降は下落し、特定施設入居者生活介
護の見込み量に応じて指定するかどうかを判断するようになったH18年度以降は重度化傾向にある。 

要支援１ 
7% 

要支援２ 
6% 

要介護１ 
22% 

要介護２ 
19% 

要介護３ 
16% 

要介護４ 
17% 

要介護５ 
13% 

状態別の受給者割合 (H24) 平均要介護度の推移（H13～H24） 

※H24の「要介護」は「特定施設入居者生活介護」と「地域密着型特定施設入居者生活介護」の合計。 
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特定施設入居者生活介護の受給者の実態① 



13 ※H24の「要支援１・２」は便宜的に「要支援等」として取り扱っている。 

○ 介護保険サービスの全受給者数のうち、特定施設入居者生活介護等の受給者が占める割合は、平成13年度
では0.5％程度に過ぎなかったが、平成24年度においては、要支援では2.3％、要介護では3.7～4.7％に至っ
ており、各サービスの中でもニーズが高まっている傾向にある。 

0.4% 
0.5% 0.6% 0.6% 0.6% 0.5% 

2.3% 

4.5% 

3.7% 

4.1% 

4.7% 

4.3% 

要支援等 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

H13

H24

全受給者に占める特定施設入居者生活介護の受給者割合 

※H24の「要介護」は「特定施設入居者生活介護」と「地域密着型特定施設入居者生活介護」の合計。 

特定施設入居者生活介護の受給者の実態② 
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○ 特定施設入居者生活介護等の利用状況は、80代が約５割、90代が約３割。 
 

○ 給付対象サービス全般の利用傾向に比べて、特定施設入居者生活介護等の利用者は高齢化している傾向に
ある。 

年齢別の利用者の分布状況 

年齢別・特定施設入居者生活介護の利用状況 

1,958  2,733  
6,075  

16,017  

38,917  

54,333  

37,900  

16,717  

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

40〜64歳 65〜69歳 70〜74歳 75〜79歳 80〜84歳 85〜89歳 90〜94歳 95歳以上 

要支援 要介護１〜３ 要介護４・５ 

3.1% 3.9% 
7.3% 

14.3% 

23.4% 
25.5% 

15.8% 

6.6% 

1.1% 1.6% 
3.5% 

9.2% 

22.3% 

31.1% 

21.7% 

9.6% 

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40〜64歳 65〜69歳 70〜74歳 75〜79歳 80〜84歳 85〜89歳 90〜94歳 95歳以上 

全サービスの受給者 

うち特定施設入居者生活介護等の利用者 

単位：人（１月あたり） 

特定施設入居者生活介護の受給者の実態③ 
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○ 居住系サービスの利用者について、類型別の利用状況は以下のとおり（左の棒グラフが利用者数の積み上
げ、右の円グラフが類型ごとの割合）。 

 

○ 要介護度３以降、急激に「特定施設入居者生活介護」や「認知症対応型共同生活介護」の利用割合が小さくな
り、それに応じて「介護福祉施設サービス」の利用割合が増大する。 

32% 

26% 

13% 

29% 

要介護１ 

18% 

24% 

23% 

35% 

要介護２ 

11% 

18% 

38% 

33% 

要介護３ 

9% 

9% 

48% 

34% 

要介護４ 

7% 
6% 

52% 

35% 

要介護５ 

453  

399  

343  

351  

273  

368  

522  

571  

362  

230  

180  

517  

1,230  

1,955  

2,089  

409  

764  

1,063  

1,394  

1,396  

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

要介護１ 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

特定施設入居者生活介護 認知症対応型共同生活介護 

介護福祉施設サービス 介護保健施設・介護療養施設サービス 

(千人) 

居住系サービスの利用状況 



日常生活自立度 (H25.7.1) 

○ 現状における日常生活自立度『Ⅱ』以上の認知症高齢者の居場所として、特定施設も一定数を受け入れる
状況となっている。 

  

○ 特定施設入居者生活介護等の事業所として代表的な有料老人ホームにおいても、入居者における認知症高
齢者の日常生活自立度については、『Ⅱ』以上で53.3％を占めている。 

16 

※ 介護療養型医療施設を含む。 

居場所別の内訳 (H22.9.30) 

自立 

26.5% 

I 
15.0% 

II 
19.8% 

III 
17.9% 

IV 
11.8% 

M 
3.8% 

未把握 

5.3% 

※入居者数（n=85,328） 

※ 平成25年度老人保健健康増進等事業 

  「有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅に関す
る実態調査研究」 

認知症高齢者の利用状況 



出典：地域社会及び経済における特定施設の役割及び貢献に関する調査研究（平成23年3月） 

○ 特定施設入居者生活介護における退去者のうち、約２割が施設内で死亡、約３割が病院等
で死亡、約２割が病院等へ入院している。 

17 

【H24改正】特定施設における退去者の状況 



介護付有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 

※ n=1,792 

○ 特定施設入居者の逝去場所については、介護付有料老人ホーム・住宅型有料老人ホームともに４割以上が
特定施設であり、それ以外については病院・診療所となっている。 

 

○ 特定施設入居者生活介護については、平成24年度から「看取り介護加算」の創設によって評価を充実させて
いるが、住宅型との比較においては実績に大きな差は見られない。 

※ n=749 

18 
※ 平成25年度老人保健健康増進等事業 

  「有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅に関する実態調査研究」 

43.5% 

1.7% 

2.7% 

10.0% 

30.8% 

特定施設内 

45.2% 

特定施設外 

43.5% 

その他・不明 

11.3% 

居室 一時介護室・健康管理室 

併設診療所 病院・診療所（死亡日から３日以内） 

病院・診療所（死亡日から４日以上前） その他・不明 

44.1% 

0.4% 

0.8% 

15.2% 

35.1% 

特定施設内 

44.5% 

特定施設外 

51.1% 

その他・不明 

4.4% 

居室 一時介護室・健康管理室 

併設診療所 病院・診療所（死亡日から３日以内） 

病院・診療所（死亡日から４日以上前） その他・不明 

特定施設入居者の死亡場所 



○ 特定施設入居者生活介護の利用者の服薬数は、特別養護老人ホーム等と比較して多く、多剤投与による弊
害の可能性が指摘されていたところ（特養：5.0種、老健：4.8種、特定施設入居者生活介護：6.3種）。 

 

○「特定施設入居者の服薬内容の検証に関するモデル事業」（平成24年度老人保健健康増進等事業・特定協）を通じて、以
下のような実態を把握し、かつ、モデル事業においても一定の効果が見られる。 
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○ 医療機関との連携を図ることによる服薬内容の

変化を検証するモデル事業において、その対象者
のうち、内服薬の種類数の削減につながった利用
者は約3割。 

実態について 医療機関との連携効果 
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特別養護老人ホーム 

件数：3,469 

特定施設入居者生活介護 

件数：3,135 

介護老人保健施設 

件数：2,897 

5.0 
4.8 

6.3 

○ 特定施設入居者生活介護の利用者においては、
７種類以上の服薬を行っている入居者が約40％お
り、特養や老健と比べ、その割合は多い。 

特定施設入居者における服薬管理 



 

１ 特定施設における看取りの対応強化 
 

○ 特定施設入居者生活介護については、看取りの 

 対応を強化する観点から、特定施設において看取り 

 介護を行った場合に評価を行う。 

 

                   死亡日以前4～30日    80単位／日 

 ・看取り介護加算（新規）        死亡日前日及び前々日     680単位／日 

                   死亡日            1,280単位／日 
   

  ※算定要件：   

    ・ 医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること。 

    ・ 利用者又は家族の同意を得て、利用者の介護に係る計画が作成されていること。 

    ・ 医師、看護師又は介護職員等が共同して、利用者の状態や家族の求めに応じて、随時、介護が行われていること。 

    ・ 夜間看護体制加算を算定していること。 

 

２ 特定施設における短期利用の促進 
 

 

○ 一定の要件を満たす特定施設については、家族介護者支援を促進する観点から、特定施設の空室における短期利
用を可能とする見直しを行う。 

 
  ※算定要件：   

・ 特定施設入居者生活介護事業所が初めて指定を受けた日から起算して3年以上経過していること。 

・ 入居定員の範囲内で空室の居室（定員が１人であるものに限る。）を利用すること。 

  ただし、短期利用の利用者は、入居定員の100分の10以下であること。 

・ 利用の開始に当たって、あらかじめ30日以内の利用期間を定めること。 

・ 短期利用の利用者を除く入居者が、入居定員の100分の80以上であること。 

・ 権利金その他の金品を受領しないこと。 

・ 介護保険法等の規定による勧告等を受けた日から起算して5年以上であること。 

○ 特定施設における退去者のうち、約２割
が施設内で死亡、約３割が病院等で死
亡、約２割が病院等へ入院している現状を
踏まえた改正 

○ あくまでも空室のストック活用であ
るため、特定施設本来の機能が
失われないよう、利用者数や利用
期間を制限 

20 

【H24改正】特定施設入居者生活介護の見直し 



○ 平成24年度に設けられた特定施設の短期利用の活用は進まない一方で、20％以上の特定施設において、空
室を活用した介護保険外・自費負担によるショートステイサービスが実施されている。 

 

○ 特定施設の短期利用制度には、入居率が80％以上という要件が課せられており、空室の少ない特定施設で
は短期利用の受け入れが難しいことから、特定施設の短期利用制度の活用が進んでいない。 

短期利用の届出状況 保険対象外サービスとしての取組状況 
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届出してい

る 

9.2% 

届出してい

ない 

84.4% 

無回答 

6.4% 

平成25年度特定施設経営概況等調査報告書（平成25年11月） 

6.8% 

1.0% 

20.7% 

82.0% 

10.4% 

0% 25% 50% 75% 100%

無回答 

自治体財源による 

緊急時短期入所等の実施 

保険対象外の 

宿泊サービスの実施 

体験入居の実施 

保険対象外の短期入所 

・宿泊サービスの未実施 

特定施設入居者における短期利用制度 
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単位：円（１月当たり） ※１日当たりで報酬が定められているものについては30日分で計算 
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要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

介護福祉施設サービス(ユニット型個室) 

介護福祉施設サービス(従来型個室) 

特定施設入居者生活介護 

区分支給限度基準額 

○ 有料老人ホームなどの入居者は、介護が必要な場合、特定施設入居者生活介護を利用する場合と、訪問介
護などの居宅サービスを利用することができる。 

 

○ 特定施設入居者生活介護は１日あたりの利用額が設定されているが、居宅サービスの場合は、区分支給限
度基準額の範囲内において必要に応じて利用額が決まることとなる。 

介護サービス種別毎の利用額の比較（１単位＝10円単価で換算） 



概要 

単位 条件 

個別機能訓練加算 12単位/日 
常勤の機能訓練指導員として、理学療法士、作業療法士、言
語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師
を配置 

夜間看護体制加算 10単位/日 

・常勤看護師を１名以上配置 
・看護職員又は病院等との連携により24時間の連絡体制と健

康管理体制の確保 
・重度化対応の指針の作成・説明 

医療機関連携加算 80単位/月 
・看護職員による健康状況の記録 
・協力医療機関等に対する月１回以上の情報提供 

看取り介護加算 

・死亡日 1,280単位/日 

・前日・前々日 680単位/日 

・死亡日以前４日以上30日以下 80単位/日 

※夜間看護体制加算、介護計画の作成等が条件 

介護職員処遇改善加算 

・(I) 算定した単位数の30/1000 

・(II) 算定した単位数の90/100 

・(III) 算定した単位数の80/100 

23 ※：短期利用型の場合も、算定が可能となっている。 

特定施設入居者生活介護等の加算の概要 
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○ 特定施設入居者生活介護等における各加算の算定状況（平成26年4月審査分）は以下のとおり。 

回数
（回）

推計人数
（人）

算定率
請求単位数

（単位）

特定施設入居者生活介護・総計 5,767,700 192,257 100% 3,717,743,000

　個別機能訓練加算　(/日) 1,137,400 37,913 20% 15,640,000

　夜間看護体制加算　(/日) 2,846,000 94,867 49% 28,460,000

　医療機関連携加算　(/月) 109,700 109,700 57% 9,961,000

　障害者等支援加算　(/日) 64,600 2,153 1% 1,331,000

　看取り介護加算[死亡日以前４日以上]　 (/日) 5,200 173 0% 414,000

　看取り介護加算[死亡前日・前々日]　 (/日) 500 17 0% 378,000

　看取り介護加算[死亡日] 　(/日) 300 10 0% 362,000

　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）　(/月) 158,100 158,100 82% 102,338,000

　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）　(/月) 1,200 1,200 1% 683,000

　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）　(/月) 700 700 0% 328,000

特定施設入居者生活介護等の加算の算定状況 

（注） 「人数」については、「算定回数」から単純に推計した概数。また、計算に用いた日数は各加算の1月あたりの算定可能日数（回数）の上限。 
（注） 特定施設入居者生活介護と地域密着型特定施設入居者生活介護の合計。 



開設年度別の加算の利用状況（H25.7） 

○ 特定施設入居者生活介護においては、「夜間看護体制加算」「医療機関連携加算」の利用状況が高い。 
 

○ 開設時期が、有料老人ホームの定義が拡大（人数要件の撤廃、対象サービスの増加）した平成18年度の前
後で、各種加算の利用状況に大きな差が見られる。具体的には、平成17年度以前に開設した施設の方が、各
種加算に係るサービス提供体制が充実している。 

25 
※ 平成25年度老人保健健康増進等事業 

  「有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅に関する実態調査研究」 

～H11 H12～H17 H18～H23 H24・25 

機能訓練 34.1% 25.1% 26.0% 30.4% 

夜間看護 69.0% 70.6% 59.1% 59.2% 

医療連携 81.7% 80.5% 74.6% 69.6% 

看取り 53.2% 51.2% 41.7% 42.4% 

約10％の差 
※ 看取り介護加算については、実績ではなく、利用に向けての登録を行っている件数。 

特定施設入居者生活介護における加算の利用状況 



算定要件 
介護福祉施設 
サービス(特養) 

特定施設入居者 
生活介護 

認知症対応型 
共同生活介護 

サービス提供 
体制加算 

(Ⅰ) 介護福祉士を50％以上配置 12単位/日 12単位/日 

(Ⅱ) 常勤職員を75％以上配置 6単位/日 6単位/日 

(Ⅲ) 勤続年数3年以上の者を30％以上配置 6単位/日 6単位/日 

栄養マネジメント加算 

以下の全てに適合するとして都道府県知事に届け出た施設 
• 常勤の管理栄養士を１名以上配置 
• 入所時に栄養状態を把握し、医師、管理栄養士その他職種が共同して栄養ケア計画を作成 
• 栄養ケア計画に従い栄養管理を行い、定期的に記録 
• 栄養ケア計画の進捗の定期的な評価、計画見直しを実施 
• 大臣が定める基準に適合する施設 

14単位/日 

障害者生活支援体制加算 
視覚・聴覚・言語障害のある入所者または知的障害のある入所者が15人以上の施設で、障害者生活
支援員を1名以上配置している場合 

26単位/日 

障害者等支援加算 
養護老人ホームである外部サービス利用型特定施設における、知的障害者・精神障害者等に対する基
本サービス 

外部ｻｰﾋﾞｽ利用型 

20単位/日 

医療機関連携加算 
看護職員が、利用者ごとに健康の状況を継続的に記録している場合において、当該利用者の同意を得
て、協力医療機関又は当該利用者の主治の医師に対して、当該利用者の健康の状況について月に１
回以上情報を提供した場合 

80単位/月 

精神科医療養指導加算 
入所者の1/3以上が認知症である施設において、精神科医師による定期的な療養指導を月2回以上実
施 

5単位/日 

(1) 体制加算 
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○ 「特定施設入居者生活介護等」について、居住と介護を合わせて提供する点で類似性の高い「介護福祉施設

サービス（特別養護老人ホーム）」と「認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム）」における
加算の状況を比較すると、下表のとおりとなる。 

居住系サービスにおける加算の比較① 



算定要件 
介護福祉施設 
サービス(特養) 

特定施設入居者 
生活介護 

認知症対応型 
共同生活介護 

看護体制加
算 

(Ⅰ) イ 
• 常勤看護師が1人以上 

• 入所定員31～50人 6単位/日 

(Ⅰ) ロ • 入所定員30人，51人～ 4単位/日 

(Ⅱ) イ • 常勤換算で看護職員を入所者25人に対して1人以上 
• 常勤換算で看護職員を基準＋1人以上 
• 24時間連絡体制を確保 

• 入所定員31～50人 13単位/日 

(Ⅱ) ロ • 入所定員30人，51人～ 8単位/日 

夜間ケア加算 
(Ⅰ) • 夜間・深夜帯に配置すべき介護従事者数の最低基準＋1人以上

配置 

• 1ユニット 50単位/日 

(Ⅱ) • 2ユニット以上 25単位/日 

夜勤職員配
置加算 

(Ⅰ) イ • 従来型特養 
• 人員基準＋1人以上の介護・看護職員を配置 

• 入所定員31～50人 22単位/日 

(Ⅰ) ロ • 入所定員30人，51人～ 13単位/日 

(Ⅱ) イ • ユニット型特養 
• 人員基準＋1人以上の介護・看護職員を配置 

• 入所定員31～50人 27単位/日 

(Ⅱ) ロ • 入所定員30人，51人～ 18単位/日 

夜間看護体制加算 

• 常勤の看護師を１名以上配置し、看護責任者を定めている 
• 看護職員により、又は病院・診療所・訪問看護ステーションとの連携により、利用者に対して、24時間連絡体
制を確保し、かつ、必要に応じて健康上の管理等を行う体制を確保している 

• 重度化した場合における対応に係る指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等に対して、当該指針
の内容を説明し、同意を得ている 

10単位/日 

( 2) 体制加算【看護・夜間】 

算定要件 
介護福祉施設 
サービス(特養) 

特定施設入居者 
生活介護 

認知症対応型 
共同生活介護 

日常生活継続支援加算 

• 以下のいずれかを満たし、かつ、介護福祉士６：１以上 
• 要介護4または5の入所者の割合が70％以上 
• 認知症自立度Ⅲ以上の入所者の割合が65％以上 
• たんの吸引などが必要な入所者の割合が15％以上 

23単位/日 

認知症行動・心理症状緊急対応加算 
認知症の行動・心理症状（BPSD）が認められ、在宅生活困難と医師が判断し、緊急に入所
を受け入れた場合 

200単位/日 
（7日が上限） 

200単位/日 
（7日が上限） 

若年性認知症入所者受入加算 若年性認知症の入所者を受け入れた場合（上記以外） 120単位/日 120単位/日 

認知症 
専門ケア加算 

(Ⅰ) 
• 認知症自立度Ⅲ以上の入居者の割合が50％以上 
• 認知症介護実践リーダー研修修了者を、認知症自立度Ⅲ以上の者が20人未満の場合は

1人、20人以上の場合は10人とごとに1人以上配置 
3単位/日 3単位/日 

(Ⅱ) 
• (Ⅰ)の要件を満たし、かつ認知症介護指導者研修修了者を1人以上配置 
• 介護・看護職員ごとの研修計画を作成・実施 

4単位/日 4単位/日 

看取り 
介護加算 
（ターミナル 

 ケア加算） 
 

(1) 死亡日以前4日～30日 • 夜間看護体制加算を算定している 
• 以下のすべてに適合している利用者 

• 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者 
• 利用者や家族等の同意を得て、介護計画を作成 
• 医師、看護師、介護職員等が共同で利用者の状態を、随時、本人や家族に説明し、
同意を得て介護 

80単位/日 80単位/日 80単位/日 
(2) 死亡日以前2日・3日 680単位/日 680単位/日 680単位/日 

(3) 死亡日 1,280単位/日 1,280単位/日 1,280単位/日 

(3) 医療・認知症対応加算 
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居住系サービスにおける加算の比較② 



（養護老人ホーム・軽費老人ホームについて） 



Ⅰ サービス提供体制の見直し 
 ４．施設サービス等の見直し 
 （３）高齢者向け住まい 
 
  ○ 経済上の理由等で高齢者が入所する「養護老人ホーム」や「軽費老人ホーム」については、低所得高齢者や介  
   護保険制度等では対応が難しい処遇困難な高齢者の生活を支える機能を一層発揮できるよう、居住環境の改善  
   を図るとともに、生活支援に関する高齢者のニーズに適切に応えるため、当該施設の新たな役割や在り方につ 
   いて検討していく必要がある。  
 

平成２５年１２月 介護保険部会 意見書（抄） 

養護老人ホーム・軽費老人ホームについて 
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１．制度の目的 

○ 65歳以上の者であって、環境上の理由及び経済的理由により居宅において養護を受けることが困難な者を入所させ、その者
が自立した日常生活を営み、社会的活動に参加するために必要な指導及び訓練その他の援助を行う措置施設。（老人福祉
法第20条の４） 

○ 設置に当たっては、市町村は都道府県知事への届出、社会福祉法人は都道府県知事の認可が必要。 

（措置の理由）  

・環境上の理由とは、家族や住居の状況などから、その者が現在置かれている環境の下では、居宅において生活することが困難で
あると認められる場合 

・経済的理由とは、本人の属する世帯が生活保護を受けているか、市町村民税の所得割を課されていない場合等 

２．制度の概要 

３．支援措置 

○ 平成24年度より、養護老人ホームへの入所を要する高齢者が引き続き住み慣れた地域で生活が続けられるよう、比較的設
置が容易である「小規模な養護老人ホーム（定員29人以下）」の整備費用を、ハード交付金・ソフト交付金のメニューに追加し
ている。 

 

※ 養護老人ホーム保護費負担金（運営費）（H17～）や上記以外の整備費（H18～）は、地方公共団体へ税源移譲している。  

○ 施設数等   ・施設数     ９０５施設（※１）   ９５３施設（※２） 

        ・定員数  ６１，８０８人 （※１） ６５，１１３人（※２） 

        ・入所者数 ５６，８６０人（入所率 ９２．０％） （※１） 

             （※１ 詳細票が回収できた施設のみ） （※２ 自治体において把握している施設のうち活動中の施設） 

○ 利用対象者 ・市町村が設置する「入所判定委員会」により、一定の基準に基づき、措置の要否を判定 

○ 面積基準 ・10.65㎡以上 

○ 介護保険との関係（平成18年度より） 

 ・入所者が介護保険の居宅サービスの利用が可能 

 ・「外部サービス利用型特定施設入居者生活介護」の指定を受けることが可能 

（ H24.10現在） 
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養護老人ホームの概要 



養護老人ホーム保護費負担金は、市町村へ税源移譲（市町村が措置に要する費用に対する国及び都道府
県の負担義務を削除）。 

（改正前）身体上若しくは精神上又は環境上の理由及び経済的理由により居宅において養護を 
               受けることが困難なもの 
（改正後）環境上の理由及び経済的理由により居宅において養護を受けることが困難なもの 

・養護老人ホームへの入所を要する高齢者も、引き続き住み慣れた地域で生活が続けられるよう、比較的設
置が容易である小規模な養護老人ホーム（定員29人以下）の整備を図ることとした。（新たにハード交
付金・ソフト交付金のメニューに追加） 

・平成１８年度（整備費）  

○三位一体改革による一般財源化 

○平成１８年度 介護保険給付適用（外部サービス利用型特定施設を含む。） 

・平成１７年度（運営費） 

養護老人ホームを含む定員３０人以上の高齢者福祉施設等の整備に対する支援（交付金）については、
廃止・税源移譲。 

・養護老人ホームの入所者による介護保険サービスの利用を可能とするとともに、養護老人ホームが外部サ
ービス利用型特定施設入居者生活介護の指定を受けることを可能とした。 

・養護老人ホームへの措置を行う要件を改正 

○平成２４年度 小規模な養護老人ホームの整備 
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養護老人ホームの制度改正経緯 
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（出典）社会福祉施設等調査 

○ 養護老人ホームの施設数についてはほぼ横ばいとなっており、定員数・在所者数については減少する
傾向にある。 
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養護老人ホームの施設数・定員数の推移 



  

35.2%

47.0%

35.0%

36.9%

53.8%

60.3%

46.6%

61.6%

57.4%

40.3%

2.2%

0.8%

1.6%

1.1%

1.1%

2.2%

5.5%

1.8%

4.6%

4.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

指定都市・２３区

その他の市

その他

社会福祉法人

それ以外

個室 ２人部屋 ３人部屋 ４人以上部屋

居室の収容人数別割合 

35.7%

44.2%

31.1%

39.7%

42.3%

51.8%

40.9%

55.6%

49.1%

38.6%

12.5%

12.1%

7.8%

7.2%

17.7%

0.0%

2.8%

5.6%

4.1%

1.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

指定都市・２３区

その他の市

その他

社会福祉法人

それ以外

全面改装・対応済み 一部改修・対応済み 未対応 未回答

バリアフリー化の状況 

33.3

48.8

19.1

65.6

48.8

80.9

0.0

1.1

2.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

合計(n=90)

都道府県(n=43)

指定都市・中核市(n=47)

ある ない 無回答

50.8

66.7

42.1

47.5

33.3

55.3

0.0

1.7

2.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

合計(n=59)

都道府県(n=21)

指定都市・中核市(n=38)

検討の用意はある 特に用意はしていない 無回答

施設の改築や改修に関する計画 

検討用意の有無（計画がない自治体） 

5.0%

5.2%

25.1%

17.4%

17.7%

4.1%

5.0%

17.1%

3.3%

0% 10% 20% 30%

1940年以前

1941～1950年

1951～1960年

1961～1970年

1971～1980年

1981～1990年

1991～2000年

2001年以降

無回答 N=362

全室個室

38.2%

個室＋多床室

32.3%

全室多床室

29.5%

N=356

出典：「養護老人ホームにおける生活支援（見守り支援）に関する調査研究事業報告書」（平成24年3月、公益社団法人 全国老人福祉施設協議会） 

    「社会的に困窮・孤立する高齢者を支援するための老人福祉施設等の役割・あり方に関する調査研究事業報告書「今後の養護老人ホームのあり方の提案」（平成25年7月 全国社会福祉法人経営者協議会 介護保険事
業経営委員会）    自治体向けアンケート調査 

21.3%

14.1%

12.7%

49.7%

2.2%

0% 20% 40% 60%

設置・改修から41年以上経過

設置・改修から31～40年経過

設置・改修から21～30年経過

設置・改修から20年未満

無回答 N=362

施設設置年 設置・全面改修からの経過年数 居室の状況 
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養護老人ホームの建物・設備の状況 

○ 開設・改修から２１年以上経過した施設が約半数。全室個室の施設の割合が４割弱。 
○ 施設の改築や改修に関する計画がある自治体は、約３割。 



要介護認定

35.1

9.5

0.8

5.2

4.6

15.1

10.4

7.4

4.7

2.4

0 10 20 30 40 50

未申請

非該当

申請中

要支援１

要支援２

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

％

n=23,717

認知症自立度

27.4

18.0

11.2

16.1

9.2

2.4

3.2

0.8

11.6

0 10 20 30 40

自立

Ⅰ

Ⅱａ

Ⅱｂ

Ⅲａ

Ⅲｂ

Ⅳ

Ｍ

不明

％

n=23,717

日常生活自立度

16.9

8.9

9.8

19.9

14.2

5.2

3.8

1.2

1.4

0 10 20 30 40 50

自立

Ｊ１

Ｊ２

Ａ１

Ａ２

Ｂ１

Ｂ２

Ｃ１

Ｃ２

％

n=23,717

17.6

5.4

10.3

0.7

0.5

0 10 20 30

身体障害

知的障害

精神障害

軽度発達障害

その他の障害

％

n=23,717

15.6

19.2

46.8

13.9

7.5

25.4

1.5

11.7

2.9

25.4

8.8

6.3

2.4

5.4

37.6

0 20 40 60

脳血管疾患

心疾患

高血圧症

糖尿病

気管支疾患

関節や腰の痛み

リウマチ

白内障

緑内障

認知症

統合失調症

うつ・躁うつ

アルコール依存

不安神経症

その他の疾病

％

n=23,717

60.7

59.6

14.2

62.6

20.5

32.8

19.0

16.9

4.5

69.6

64.8

17.5

65.4

18.0

31.0

18.6

14.6

5.1

43.9

49.4

7.8

56.7

25.0

36.7

20.0

21.7

3.3

0 20 40 60 80 100

身体機能の低下

認知機能の低下や精神的理由による

社会生活困難

家族等の介護負担

養護者の不在

家族関係の悪化（虐待以外）

家族等による虐待

立ち退き・強制退去

住まいがなかった

その他

合計(n=537)

養護あり(n=355)

養護なし(n=180)

％

45.8

59.3

8.5

49.2

22.0

56.8

42.4

25.4

5.1

64.9

59.7

15.8

66.3

20.0

26.0

12.4

14.6

4.3

0 20 40 60 80 100

都市部(n=118)

地方(n=419)

％
養護老人ホームへの措置理由 

出典：「養護老人ホームにおける生活支援（見守り支援）に関する調査研究事業報告書」（平成24年3月 公益社団法人全国老人福祉施設協議会） 

出典：自治体向けアンケート調査 

障害の有無 疾病の状況 
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養護老人ホーム入所者の状況 

○ 入所者の半数以上が要介護者等。入居者の４割以上が認知症日常生活自立度Ⅱ以上の者。 
○ 措置理由は、上位から「養護者の不在」（62.6%）、「身体機能の低下」（60.7%）、「認知機能の低下や精神的理
由による社会生活困難」（59.6%）。 
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地域包括支援センターや庁内関係部
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％
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出典：自治体向けアンケート調査 

35 

養護老人ホームへの措置の状況（自治体） 

○ 「入所判定委員会」の年間開催頻度が「２回以下」の自治体が約半数。 
○ 「入所判定委員会」で「対象者の入所措置の必要性のみを検討」している自治体が、８割以上。 
○ 「予算計上人数を超えて措置を行うこと」がない自治体が６割以上。 



○ 無料又は低額な料金で家庭環境、住宅事情等の理由により居宅において生活することが困難な老人を入所させ、食事の提供その他
日常生活上必要な便宜を供与する施設。（老人福祉法第20条の６） 

○ 設置に当たって、市町村・社会福祉法人は都道府県知事への届出、他の法人は都道府県知事の許可が必要。 

 

２．制度の概要 

３．支援措置 

○ 平成17年度より、小規模な軽費老人ホーム（定員29人以下、特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る） 

の整備費用をハード交付金（H21以降は介護基盤緊急整備等臨時特例基金）の対象としている。 

○  平成22年度より、都市型軽費老人ホームの整備費用を、ハード交付金の対象としている。 

○  平成24年度より、都市型軽費老人ホームの整備に必要な開設準備経費を、ソフト交付金の対象としている。 

※ 軽費老人ホームの事務費（H16～）や上記以外の整備費（H18～）は、地方公共団体へ税源移譲している。  

【軽費老人ホームの種別】 

①高齢者が車いす生活となっても自立した生活が送れるように配慮した「ケアハウス」 

②都市部における低所得高齢者に配慮した小規模なホームである「都市型」 

③食事の提供や日常生活上必要な便宜を供与する「Ａ型」（※経過措置） 

④自炊を原則とする「Ｂ型」（※経過措置） 

○ 施設数等   ・施設数    ２，０４５施設（※１）    ２，１８２施設（※２） 

        ・定員数   ８６，２６５人 （※１）   ９１，４７４人 （※２） 

 ・利用者数     ８０，５６１人（利用率 ９３．４％）（※１） 

             （※１ 詳細票が回収できた施設のみ）  （※２ 自治体において把握している施設のうち活動中の施設） 

○ 利用対象者 ・60歳以上、家庭環境、住宅事情等の理由で在宅での生活が困難な者。 

  （利用者と施設長との契約による） 

○ 面積基準 

  

 

○ 介護保険との関係 ・利用者が介護保険の居宅サービスの利用が可能 

              ・「特定施設入居者生活介護」の指定を受けることが可能（H12～） 

          （「外部サービス利用型特定施設入居者生活介護」の指定を受けることが可能（H18～）） 

ケアハウス 都市型 A型 （経過措置） B型 （経過措置） 

21.6㎡（13畳）【単身】 
31.9㎡（19畳）【夫婦】 

7.43㎡/人（4.5畳） 

10.65㎡（6.5畳）が望ましい 
6.6㎡/人（4畳） 16.5㎡（10畳）【単身】 

24.8㎡（15畳）【夫婦】 

（ H24.10現在） 
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軽費老人ホームの概要 
１．制度の目的 



ケアハウス 都市型 A型 （経過措置） B型 （経過措置） 

21.6㎡（13畳）【単身】 
31.9㎡（19畳）【夫婦】 

7.43㎡/人（4.5畳） 
（10.65㎡/人（6.5畳）が
望ましい） 

6.6㎡/人（4畳） 16.5㎡（10畳）【単身】 
24.8㎡（15畳）【夫婦】 
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○ 軽費老人ホーム（ケアハウス） 

特別養護老人ホーム 養護老人ホーム 認知症高齢者 
グループホーム 

サービス付き 
高齢者向け住宅 

10.65㎡/人（6.5畳） 10.65㎡/人（6.5畳） 7.43㎡/人（4.5畳） 原則25㎡/人（15畳） 
（「18㎡以上20㎡未満」
の物件が6割強） 

○ その他 

軽費老人ホーム等の居住系サービスの居室面積基準の比較 



都道府県・指定都市・中核市（以下、「都道府県等」という。）が行う軽費老人ホーム事務費の助成に
対する国庫補助を三位一体改革により都道府県等へ税源移譲。 

・平成１８年度（整備費）  

○三位一体改革による一般財源化 

○平成１８年度 介護保険給付適用 

・平成１６年度（運営費） 

軽費老人ホームを含む定員30人以上の高齢者福祉施設等の整備に対する支援（交付金）については、廃
止・税源移譲。 

・軽費老人ホームが外部サービス利用型特定施設入居者生活介護の指定を受けることを可能とした。 

○平成２０年度 最低基準省令の制定 

・社会福祉施設については社会福祉法第６５条により、施設の最低基準を定めることとされているが、軽費老
人ホームの基準については、「軽費老人ホームの設備及び運営について」（局長通知）のみで、設備や職員
配置等について、拘束力のある基準がない状況であった。 

・このため、併存している３類型をケアハウスに統一（新設はケアハウスのみ、Ａ・Ｂ型は経過措置）するこ
ととし、人員、設備、運営等を含めた最低基準（省令）を定めた。 
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○平成２２年度 都市型軽費老人ホームの創設 

・平成２２年４月、軽費老人ホームの設備基準や職員配置基準の特例を設け、都市部以外の地域の軽費老人
ホームと同等程度の低廉な利用料の設定を可能とする「都市型軽費老人ホーム」を創設。 （ハード交付
金の対象） 

 また、２４年度からは、整備に必要な開設準備経費をソフト交付金のメニューに追加し、整備の推進を図
ることとしている。 

【従来の軽費老人ホーム（ケアハウス）との主な相違点】 

 ・居室面積 21.6㎡ → 7.43㎡（ただし10.65㎡以上が望ましい。） 
 ・利用定員 20人以上 → 5人～20人 
 ・設置できる場所が既成市街地等（首都圏、近畿圏、中部圏にある一定の区域）に限られている    

軽費老人ホームの制度改正経緯 
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軽費老人ホームの施設数･定員数の推移 

○ 軽費老人ホームについては、「ケアハウス」の類型が創設された平成元年度以降、施設数、定員数と
もに増加率が顕著である。 
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出典：平成24年度老健事業「地域包括ケアシステムの構築に向けた高齢者が住まい続けるための生活支援に関する調査」報告書（平成25年3月 特定非営利活動法人 日本ソーシャルワーカー協会） 
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軽費老人ホーム・ケアハウスの種別、特定施設の指定、開設年 

○ 特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設は、約２割。Ａ型及びＢ型のほぼすべての施設は、指定を
受けていない。 

○ Ａ型及びＢ型のほぼすべての施設は、開設から20年以上が経過。 
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軽費老人ホーム・ケアハウス入居者の状況 

○ 入居者の半数以上が要介護者等。認知症高齢者の入所割合が２割以上。 
○ 年収２５０万円以下の入所者の割合が、約９割。 
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34.0

23.4

0 20 40 60 80

廃止した

一部廃止した

減額した

変化なし

その他

合計(n=90)

都道府県(n=43)

指定都市・中核市(n=47)

＜施設機能強化推進加算＞

％

14.4

15.6

7.8

53.3

8.9

18.6

25.6

9.3

41.9

4.7

10.6

6.4

6.4

63.8

12.8

0 20 40 60 80

廃止した

一部廃止した

減額した

変化なし

その他
合計(n=90)
都道府県(n=43)
指定都市・中核市(n=47)

＜民間給与等改善費等＞

％

加算の状況 

出典：自治体向けアンケート調査 
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軽費老人ホーム・ケアハウスへの自治体の関わり 

○ 都道府県等が、入所者について「あまり把握していない」と「把握していない」割合は、７割以上。 
○ 都道府県等が、「生活保護受給者の入所を認めている」割合は、８割弱。 



（８）養護老人ホーム・軽費老人ホームについて 

 

 要介護度は低いものの、経済的な理由等により在宅での生活が困難な高齢者の受入先として、養護老

人ホームや軽費老人ホームがある。これらは平成１８年度に介護ニーズに対応するために介護保険制度

を適用する等の制度改正が行われたところである。その後、高齢化の一層の進展や経済情勢の悪化等

により、生活困窮による生活保護受給者の増大や社会的に孤立する高齢者等、介護ニーズ以外の面で

生活困難を抱える高齢者が増加し、その取り巻く環境は大きく変化してきている中、特に養護老人ホーム

では、近年、定員割れの施設も見られることから、入所措置すべき者の把握や措置が確実に行われるこ

とが必要である。 

 また、養護老人ホームや軽費老人ホームには多様な状況の方が入所されており、複合的な課題へも対

応できるノウハウを持つ施設も多いことから、入所機能だけでなく、例えば、地域で暮らす高齢の生活困

窮者等に対する相談支援の機能等、地域の中核的な役割を担うことも期待できるものであり、積極的な

活用をご検討いただきたい。 

 （中略）  

 養護老人ホーム、軽費老人ホームは整備費、運営費が一般財源化されていることもあり、その役割を

適切に果たしていくにあたっては、地方自治体のご理解とご協力が不可欠であるので、なお一層のご協

力をお願いしたい。 
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全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料（平成26年2月25日） 



 養護老人ホーム及び軽費老人ホームの運営費等については、いわゆる三位一体の改革により、軽費

老人ホーム事務費補助金については平成１６年度に、また、養護老人ホーム等保護費負担金について

は平成１７年度に、それぞれ一般財源化され、現在では地方交付税により財政措置(※)がなされておりま

す。 

 そのため、一般財源化されて以降は、技術的助言として通知した「老人福祉法第１１条の規定による措

置事務の実施に係る指針について」（平成18年1月24日老発第0124001号）及び「軽費老人ホームの利用

料等に係る取り扱い指針について」（平成20年5月30日老発第0530003号）においてお示しした「老人保護

措置費支弁基準」及び「軽費老人ホーム利用料等取扱基準」について、その後の社会経済情勢や地域

の実情等も勘案し、各自治体の判断において改定いただいているところです。 

 消費税率の８％への引き上げに伴う地方財政措置の対応については、総務省から、平成２６年度の地

方交付税において措置する予定であること、また、具体的な地方交付税の算定結果については、例年の

スケジュールどおり７月頃に確定する予定であることについて説明を受けております。 

 各都道府県・指定都市・中核市におかれましては、上記を踏まえ、「老人保護措置費支弁基準」及び「軽

費老人ホーム利用料等取扱基準」につきまして、適切に改定していただきますようお願い致します。 

※ 養護老人ホーム及び軽費老人ホームに係る経費については、地方交付税の算定で必要となる単位費用（地方団体
が標準的な行政を行う場合に必要な一般財源の額）に計上するとともに、養護老人ホームの被措置者数に応じた補正
を行うことで各地方団体の需要額を算定。  
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『消費税率の引き上げに伴う「老人保護措置費支弁基準」及び 
「軽費老人ホーム利用料等取扱基準」の取扱いについて』 

（平成２６年３月２７日付け事務連絡） 



  

○ 養護老人ホーム・軽費老人ホームに求められる役割や位置づけを整理し、新たな役割・機能のあり方を検討するとともに、その主な経営母体で
ある社会福祉法人としては今後何を為すべきかについて検討を行う。 

  

調査研究目的 

  
○ 第１回委員会を７月30日、第2回委員会を10月24日、第3回委員会を12月4日、 第4回を3月13日に開催済。並行して、養護老人ホーム・軽費老

人ホーム別に作業部会を設置し、提起された現状や課題の論点整理、今後の新たな役割の方向性等に関する検討を行い、平成２６年３月に報告
書をとりまとめた。 

スケジュール 

  
○現状と課題の論点整理 

 ・施設機能のあり方の見直し、措置制度の効果的な運用に向けた施設と自治体との連携、利用者に適した施設環境の整備等 

 ・自治体向けアンケート調査の実施 

○今後の施設のあり方、新たな役割を実現するための課題、制度や支援のあり方等の検討 

 ・新たな社会資源の開発等を含めた地域高齢者支援の取組、入所者を含む地域の高齢者の日中活動支援への取組の推進等 

 ・自治体ヒアリング、社会福祉法人等のヒアリング 

検討内容 

委   員 

 京極  高宣（委員長）（国立社会保障・人口問題研究所名誉所長） 

 阿比留志郎（社会福祉法人梅仁会養護老人ホーム丸山施設長）  大山 知子（社会福祉法人蓬愛会理事長） 

 川西  基雄（社会福祉法人サンシャイン会理事長）  北本 佳子（昭和女子大学人間社会学部教授） 

 斉藤  秀樹（公益財団法人全国老人クラブ連合会理事・事務局長）  清水 正美（城西国際大学福祉総合学部准教授） 

 高橋  紘士（国際医療福祉大学大学院教授）  辻   哲夫（東京大学高齢社会総合研究機構教授） 

 常磐  勝徳（特定非営利活動法人全国盲老人福祉施設連絡協議会事務局長）  栃本一三郎（上智大学総合人間科学部教授） 

 山田  尋志（地域密着型総合ケアセンターきたおおじ代表）  結城  康博（淑徳大学総合福祉学部教授） 

オブザーバー 厚生労働省老健局高齢者支援課 

 事  務  局  一般財団法人 日本総合研究所 

検討メンバー 
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養護老人ホーム・軽費老人ホームの今後のあり方も含めた社会福祉法人の 

新たな役割に関する調査研究事業（平成２５年度老人保健健康増進等事業） 



〔検討の背景〕 

○老人福祉法施行から50年が経過。養護老人ホーム・軽費老人ホームは半世紀の長い歴史を持
つ施設であり、それぞれの時代に応じた役割を果たしてきた。 

○介護保険制度施行後、高齢者福祉は介護保険制度を中心とした施策が展開されている。養護
老人ホーム・軽費老人ホームに関しては、平成16年に「今後の養護老人ホーム・軽費老人ホー
ムのあり方検討会」報告書が出され、介護ニーズへの対応に向けた施設のあり方提言がなさ
れている。 

○一方で、生活困窮による生活保護受給者の増大や社会的に孤立する高齢者など、介護ニーズ
以外の面で生活困難を抱える高齢者が増加している。これらの高齢者に対しては従来の枠組
みでは十分な対応が難しく、制度の狭間に陥っている人々に適切な支援を行うことが求められ
ている。 

〔検討にあたっての基本的な考え方〕 

○高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援を目的とし、可能な限り住み慣れた地域で生活を継続
することができるような包括的な支援・サービス提供体制の構築を目指す「地域包括ケアシステ
ム」の中で、養護老人ホーム・軽費老人ホームがその機能を活かし、一定の役割を果たす存在
として位置づけられることが必要である。 

 

○併せて、養護老人ホーム・軽費老人ホームを経営する社会福祉法人が時代の要請に応える新
たな役割を明らかにすることが求められている。 
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養護老人ホーム・軽費老人ホームの今後のあり方も含めた社会福祉法人の 

新たな役割に関する調査研究について 



研 究 報 告 書 概 要 

 
（養護老人ホームに関する論点）  
○ 入所者の状況に合わせた施設機能のあり方の見直しが必要   
  ・職員の専門性向上に向けた取組の必要性 
  ・地域移行が可能な入所者への支援の必要性   等  
○ 措置制度の効果的な運用に向けた施設と自治体の連携が必要   
  ・初期段階における関係機関との連携 
  ・専門職等によるアウトリーチ活動   等  
 ○ 入所者に適した施設環境の整備が必要   
  ・施設整備費予算の確保 
  ・小規模な養護老人ホームの整備推進   等  
（軽費老人ホーム・ケアハウスに関する論点）  
○ 施設機能のあり方の見直し、サービスの多様化・複合化の検討が必要   
  ・職員のスキル向上のための取組と処遇困難者への新たな対応 
  ・入居者の力を引き出す支援の展開   等  
○ 自治体等関係機関等との連携と周知の促進が必要   
  ・事業者による周知・広報活動の必要性 
  ・都道府県及び市町村への期待   等   
○ 入居者に適した施設環境の整備が必要  
  ・入居者の重度化や地域ニーズに対応した施設改修 
  ・軽費老人ホームの老朽化に対応した施設改修   等 

現状における問題点を踏まえた論点整理 
 
（養護老人ホーム）  
○ 施設機能の高度化 
  ・入所者の地域移行支援機能の強化 
  ・地域移行が困難な入所者への伴走型支援  
 
（軽費老人ホーム・ケアハウス）  
○ 高齢者等に選ばれる住まい  
○ 地域ニーズに沿った柔軟な支援機能の確保 
  ・自立高齢者、要介護高齢者、社会的援護を要する高齢者等への柔軟な 
   支援の提供   
（養護老人ホーム、軽費老人ホーム・ケアハウス共通）  
○ 専門的支援機能（ソーシャルワーク）の強化 
  ・相談支援・アウトリーチ機能の強化 
  ・地域の高齢者等の居場所づくり（生きがいづくり、就労支援等）     
○ ソーシャルワーク機能の向上 
  ・専門人材の確保・増員、職員のソーシャルワークスキルの向上    
○ 居住支援（住まい）機能、生活支援機能の強化 
  ・入所（入居）者の特性や状態に適した環境の整備 
  ・生活支援サービス、低所得高齢者向け住まいの開発   等   
○ 自治体、地域住民等との連携強化 
 

今後のあり方と新たな役割 
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タ
ー
等
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・交流機能 
・食事提供機能 

地域包括支援センター 
今後の役割のイメージ 

密接な連携 

・アウトリーチの拠点 
・相談窓口機能 

地域包括支援センター等 
医療・福祉事業者ネットワーク 

老人福祉施
設 



困難な生活課題を
抱える高齢者 

地域移行可能な高齢者 

地域生活
への移行 

地域移行が困難な高齢者 

伴走的 

支援 

○地域高齢者の相談支援・調整機能
（老人介護支援センター） 

・早期発見 

・アセスメント～支援計画立案 

 →入所が必要な場合：入所判定委員
会へのつなぎ 

 →在宅生活可能な場合：地域包括支
援センター、関連サービス事業所等
との連携による在宅生活継続を支援  
等 

○ソーシャルワーク・スキルの向上 

・アセスメントによる適切な支援方針・計
画の立案 

 

（入所者＋地域高齢者） 

○居場所・生きがいづくり、就労支援（地
域支え合いセンター） 

・居場所づくりによる住民相互間の互助
機能創出を支援 

・高齢者の生きがい活動や就労等の日
中活動を支援 

 

○施設環境の改善、一時的利用の導入  
等 

 

・地域包括支援センター、関係機関等との
協力体制の確立（地域ケア会議への参
加、等） 

・地域資源の開発（低所得高齢者向けの
住まい、生活支援サービス等） 

〔在宅生活が困難〕 

・伴走型の支援による自立支援や社会
参加を促進 

○ 地域の人に関する課題を解決するため、積極的にアウトリーチを実施して対象者を把握し、行政機関等との連携により対応す
る能力を備える。（入口支援） 

○ 入所者の多様性に併せた対応能力を持つと共に、地域の高齢者や事業所との連携を強化し、高齢者の生きがいづくりにも取
り組む。 

○ 養護老人ホーム本来の機能である自立支援を積極的に実施し地域移行に取り組むと共に、地域移行が困難な者についても
伴奏型の支援を実施する。（出口支援） 

○ 養護老人ホームがこうした改革を進めることにより自治体から理解と支援を得る。 

入所措置 

入口支援 

出口支援 

施設機能の 
強化 
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養護老人ホームの今後のあり方 



地
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想
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設
展
開 

要介護者中心の 
施設づくり 

社会的保護者へ
の対応を強化した 

施設づくり 

○ 軽費老人ホーム（※）は、安心安全な住まいの提供をベースとした上で、下記の取り組みを推進。 
 ① 現在の住処に固執しない新たな地域での社会関係の構築を含めた生活の再形成機能を発揮 
 ② 老人福祉施設であり住まいであることを踏まえ、ソーシャルワーク機能を活かし多様な利用者を受け入れ 
 ③ 社会資源の発掘や開発を通じて、地域性の弱点を克服し、人間関係の希薄化を解消 
○ 併せて、こうした方向性の明確化には、自治体等への周知と理解が不可欠。自治体等との連携体制の強化を推進。 

 
○介護機能の強化 

  → 特定施設化の選択 

○相談支援・調整機能の強化 

  → 老人介護支援センターの併設 

○ソーシャルワークスキルの向上 

  → 職員体制の拡充 

  → 職員研修の充実 

○地域を基盤とするソーシャルワーク機能の推進 

  → 地域支え合いセンターの整備 

○安全で安心な生活環境の整備   

  → 施設の建替え、修繕の推進 

○高齢者等の在宅生活継続支援   

  → 短期入所一時支援の実施 

○自治体等関係機関への周知促進 

  → 連携会議の設置          

等による地域包括ケアの推進 

今後の施設機能の強化策 

施設づくりの方向性 施設機能
の強化 

地域のニーズに応じた運用 

現 在 

※いわゆるケアハウス、Ａ型、Ｂ型の総称として使用 
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軽費老人ホームの今後のあり方 



○ 有料老人ホーム利用者の平均要介護度が上昇傾向にあり、認知症の入居者も多くなっているなどの実態が
あるが、特別養護老人ホームが中重度者を支える施設としての機能に重点化されることも踏まえ、「特定施設
入居者生活介護等」における介護報酬上の評価のあり方についてどのように考えるか。 

○  「特定施設入居者生活介護等」については、平成２４年度にショートステイの利用を可能としたところである

が、現在の利用状況を踏まえて、合理的なサービス利用の拡大を図るために、本来の入居者による利用率を８
０％以上としている要件等のあり方についてどのように考えるか。 

○ 「特定施設入居者生活介護（外部サービス利用型）」については、「早めの住み替え」を想定し、必要に応じて
外部サービスの利用を可能とする体制を実現する観点から平成１８年度に新たに設けられた枠組みであるが、
養護老人ホーム以外の類型ではほとんど利用されていない現状を踏まえ、制度の在り方についてどのように考
えるか。  

○ 所得の低い方や介護ニーズ以外の面で生活困難を抱える高齢者が入所する養護老人ホームや軽費老人
ホームは、今後とも地域において重要な役割を果たしていくべきものである。そうした中で、施設の持つ専門的
支援機能（ソーシャルワーク）を活かし、地域の住民への相談支援・アウトリーチ機能や、地域の高齢者等の交
流拠点機能の更なる強化を図るといった役割を担うことが期待されていることについてどのように考えるか。 
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主な論点について 


